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新
年
を
迎
え
ま
し
た
。「
今
年
は
明
る
い
兆
し
の
年
」
と

か
「
今
年
は
飛
躍
の
年
」
と
か
お
っ
し
ゃ
る
方
々
も
あ
る

と
は
思
い
ま
す
が
、
私
は
、
「
杞
憂
さ
れ
て
い
た
さ
ま
ざ

ま
の
心
配
ご
と
が
現
実
の
課
題
に
な
り
、
人
々
の
暮
ら
し

に
支
障
が
で
は
じ
め
る
」
年
で
は
な
い
か
と
懸
念
し
て
い

ま
す
。
心
配
ご
と
は
沢
山
あ
り
ま
す
が
、
診
療
所
で
日
々

患
者
さ
ん
と
接
し
て
い
る
私
の
目
か
ら
み
れ
ば
、
な
に
よ

り
心
配
ご
と
は
「
高
齢
者
の
介
護
・
医
療
」
問
題
で
す
。

　
明
治
の
開
国
当
時
、
わ
が
国
の
人
々
の
平
均
寿
命
は
男

女
と
も
三
〇
歳
半
ば
で
し
た
。
私
の
生
ま
れ
た
昭
和
一
一

年
に
な
っ
て
も
、
男
四
六
・
九
歳
、
女
四
九
・
六
歳
、
ま

さ
に
「
人
生
わ
ず
か
五
十
年
」
で
し
た
。

　
戦
後
の
昭
和
二
二
年
、
男
五
〇
・
六
歳
、
女
五
三
・
九

歳
と
五
〇
歳
を
超
え
ま
し
た
。
以
後
、
生
活
環
境
、
医
療

環
境
（
国
民
皆
保
険
の
実
現
、
医
療
機
関
の
充
実
、
医
薬

品
の
進
歩
）
の
向
上
に
よ
っ
て
、
平
均
寿
命
は
急
速
に
延

び
始
め
ま
し
た
。
私
が
医
師
に
な
っ
た
昭
和
三
六
年
に
は

六
六
・
〇
歳
、
七
〇
・
八
歳
、
そ
し
て
平
成
元
年
に
は
七

五
・
九
歳
、
八
一
・
八
歳
ま
で
延
び
て
き
ま
し
た
。

　
平
成
時
代
に
は
さ
ら
に
延
び
、
今
年
は
男
も
八
〇
歳
以

上
、
女
は
八
七
歳
近
く
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　
こ
の
長
寿
時
代
、
六
五
歳
以
上
を
高
齢
者
と
呼
ぶ
こ
と

は
も
は
や
適
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
わ
が
国
の
七
五
歳

以
上
（
後
期
高
齢
者
）
人
口
は
約
一
五
二
〇
万
人
、
八
五

歳
以
上
は
約
五
〇
〇
万
人
、
百
歳
以
上
は
約
五
万
人
で
す
。

　
こ
れ
だ
け
の
人
々
の
生
活
、
介
護
、
医
療
を
ど
の
よ
う

に
確
保
す
る
か
は
大
問
題
で
す
。
加
え
て
、
長
寿
と
と
も

に
激
増
す
る
「
痴
呆
症
／
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
」
の
人
々

の
尊
厳
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
対
応
す
る
に
は
ど
う
す
れ

ば
よ
い
か
は
本
当
に
頭
の
痛
い
こ
と
で
す
。

　
テ
レ
ビ
、
マ
ス
コ
ミ
で
は
、
「
独
居
老
人
」
、
「
老
老
介

護
」
、
「
痴
痴
介
護
」
、
「
痴
呆
症
／
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
」
、

「
孤
独
死
」
な
ど
の
惨
状
が
、
し
ば
し
ば
報
道
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
何
の
解
決
策
も
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
「
振
り
込
め
詐
欺
」
、
「
患
者
紹
介
ビ
ジ
ネ
ス
」
、

「
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
不
正
請
求
」
な
ど
、
高
齢
者
を
標
的

に
し
た
暗
い
話
題
は
ふ
え
る
ば
か
り
で
す
。

　
長
寿
社
会
の
出
現
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
問
題
が
生

ず
る
こ
と
は
分
か
り
き
っ
て
い
た
こ
と
で
す
。
わ
が
国
で

は
、
高
齢
者
問
題
を
含
め
て
あ
ら
ゆ
る
問
題
が
「
先
送
り
」

さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
今
日
の
混
迷
状
態
が
起
き
て
き
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
責
任
は
政
府
だ
け
に
あ
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
「
先
送
り
」
行
政
を
支
持
し
て
き
た
国
民

に
大
方
の
責
任
の
あ
る
こ
と
で
す
。

　
―
デ
ン
マ
ー
ク
の
人
々
の
暮
ら
し
―

　
北
欧
に
「
世
界
一
幸
せ
な
国
」
と
呼
ば
れ
る
人
口
約
五

六
〇
万
人
の
小
さ
な
国
デ
ン
マ
ー
ク
が
あ
り
ま
す
。
デ
ン

マ
ー
ク
で
は
、
「
高
齢
者
対
策
」
は
、
一
八
九
一
（
明
治

二
四
）
年
の
「
貧
困
法
」
の
な
か
の
高
齢
者
支
援
資
金
制

度
と
し
て
出
発
以
来
、
百
二
十
年
余
り
の
歴
史
が
あ
り
ま

す
。
わ
が
国
に
お
け
る
老
人
福
祉
法
（
一
九
六
三
年
／
昭

和
三
八
年
）
よ
り
七
十
年
余
り
前
の
こ
と
で
す
。

　
昨
年
一
月
（
冬
）
と
九
月
（
秋
）
、
「
高
齢
者
の
介
護
・
医

療
」
を
勉
強
す
る
こ
と
を
か
ね
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
を
訪
れ

ま
し
た
。
自
宅
で
六
年
間
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
御
主

人
と
暮
ら
し
、
二
年
前
に
御
主
人
を
送
り
出
し
た
八
二
歳

の
女
性
に
「
介
護
の
実
情
」
を
根
掘
り
葉
掘
り
伺
う
機
会

も
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
こ
で
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
人
々
の
暮
ら
し
・
「
高
齢

者
の
介
護
・
福
祉
」
に
つ
い
て
の
見
聞
を
記
し
て
お
く
こ

と
に
し
ま
す
。

□

三
回
の
転
居
と
高
齢
者
の
住
居:

デ
ン
マ
ー
ク
の
人
々

は
一
生
の
な
か
で
、
何
回
か
の
転
居
を
し
ま
す
。

　
一
八
歳
に
な
る
と
親
元
を
離
れ
て
独
立
し
ま
す
。
親
と

同
居
は
珍
し
い
話
で
す
。
可
能
な
理
由
は
、
一
八
歳
で
高

校
を
卒
業
し
て
就
職
す
れ
ば
、
当
然
、
給
料
で
生
活
で
き

ま
す
。
大
学
・
専
門
学
校
に
進
学
し
た
場
合
、
学
校
は
国

立
で
授
業
料
無
料
の
他
に
、
生
活
費
は
国
か
ら
支
給
さ
れ

ま
す
。
「
国
家
に
必
要
な
人
材
の
教
育
は
国
が
責
任
を
持

つ
べ
き
で
あ
る
」
と
の
人
々
の
考
え
か
ら
で
す
。

　
就
職
、
結
婚
す
れ
ば
（
多
く
は
夫
婦
別
姓
）
、
マ
ン
シ
ョ

ン
に
住
み
ま
す
。
子
供
が
で
き
る
と
郊
外
の
広
い
庭
付
き

住
宅
に
移
転
し
ま
す
。
デ
ン
マ
ー
ク
の
多
く
の
職
場
で
は

午
後
五
時
を
過
ぎ
て
働
い
て
い
る
人
は
ま
れ
で
す
。
皆
一

目
散
に
帰
宅
し
て
家
・
庭
の
手
入
れ
を
し
た
り
、
家
族
揃

っ
て
夕
食
、
団
欒
と
な
り
ま
す
。

　
子
供
達
が
独
立
し
て
二
人
だ
け
、
あ
る
い
は
一
人
だ
け

に
な
る
と
、
自
宅
を
処
分
し
て
老
後
の
資
金
と
し
て
マ
ン

シ
ョ
ン
に
移
り
、
年
金
生
活
に
な
り
ま
す
。
年
金
は
、
現

役
時
代
の
七
〇
％
程
度
、
日
常
生
活
に
は
ま
ず
困
ら
な
い

金
額
が
用
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
場
合
、

た
い
て
い
は
六
二
～
六
三
歳
で
退
職
し
ま
す
。

□

病
気
に
な
れ
ば:

デ
ン
マ
ー
ク
で
は
、
病
気
に
な
っ
て

も
、
ど
の
医
者
に
行
こ
う
か
、
ど
の
病
院
を
受
診
し
よ
う

か
と
、
患
者
が
迷
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
診
療
所

の
か
か
り
つ
け
医
（
登
録
医
）
を
受
診
し
ま
す
。
病
気
の

八
〇
～
九
〇
％
は
診
療
所
で
解
決
し
ま
す
。
重
い
病
気
の

場
合
は
、
診
療
所
か
ら
病
院
に
紹
介
さ
れ
ま
す
。
患
者
が

直
接
、
病
院
を
受
診
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
デ
ン
マ
ー
ク
は
、
五
の
医
療
行
政
区
（
レ
ジ
オ
ン:

地

方
自
治
体
の
連
合
体
）
に
分
か
れ
、
医
療
は
、
す
べ
て
レ

ジ
オ
ン
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
、
病
院
は
公
立
病
院
で
す
。

診
療
所
は
民
営
で
す
が
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
（
市
町
村
）
に
開

設
許
可
権
限
が
あ
り
、
人
口
約
一
五
〇
〇
人
に
一
カ
所
の

割
合
で
開
設
さ
れ
て
い
ま
す
。
診
療
所
に
は
登
録
人
数
に

よ
る
一
定
金
額
と
、
診
療
状
況
に
応
じ
た
費
用
が
レ
ジ
オ

ン
か
ら
支
払
わ
れ
ま
す
。

　
医
療
費
は
健
康
保
険
で
は
な
く
、
税
金
で
維
持
さ
れ
て

お
り
、
患
者
の
自
己
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

□

介
護
が
必
要
に
な
れ
ば
／
訪
問
看
護:

高
齢
者
世
帯
は

夫
婦
か
あ
る
い
は
一
人
暮
ら
し
の
男
女
で
す
。
片
方
が
亡

く
な
っ
た
後
も
一
人
暮
ら
し
で
、
子
供
と
の
同
居
と
い
う

考
え
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
医
療
は
レ
ジ
オ
ン
の
責
任
で
す
が
、
介
護
は
コ
ミ
ュ
ー

ン
（
市
町
村
）
の
責
任
で
す
。
介
護
が
必
要
に
な
れ
ば
、

わ
が
国
と
同
様
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
に
よ
っ
て
認
定
と
介
護
度

の
判
定
が
行
わ
れ
ま
す
。
介
護
は
住
宅
が
原
則
で
す
。
介

護
度
に
よ
る
ヘ
ル
パ
ー
の
派
遣
は
、
当
初
は
二
週
間
に
一

度
程
度
で
す
が
、
介
護
度
が
進
む
に
つ
れ
、
毎
日
二
回
に

も
な
り
、
状
況
に
よ
っ
て
は
毎
日
五
回
と
も
な
り
ま
す
。

よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
、
終
わ
り
の
日
ま
で
在
宅
介

護
が
で
き
る
仕
組
み
で
す
。
派
遣
さ
れ
る
ヘ
ル
パ
ー
は
コ

ミ
ュ
ー
ン
の
職
員
（
公
務
員
）
で
す
。
介
護
事
業
の
民
営

化
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
サ
ー
ビ
ス
が
低

下
し
、
公
営
に
戻
し
た
と
の
い
き
さ
つ
も
あ
り
ま
す
。

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
は
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
税
金
で
賄
わ
れ
、
利

用
者
の
負
担
は
な
し
で
す
。

□

終
わ
り
の
住
み
処
／
介
護
ホ
ー
ム:

在
宅
で
は
、
本
当

に
介
護
・
管
理
が
困
難
に
な
っ
た
場
合
は
施
設
「
介
護
ホ

ー
ム
」
に
移
さ
れ
ま
す
。

　
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
一
九
六
〇
年
代
、
施
設
介
護
の
充
実

を
目
指
し
て
高
齢
者
施
設
が
増
設
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

施
設
介
護
は
在
宅
介
護
の
三
倍
の
経
費
を
要
す
る
た
め
に
、

一
九
八
〇
年
に
は
施
設
か
ら
住
宅
へ
の
方
針
転
換
が
行
わ

れ
、
一
九
八
八
年
か
ら
は
施
設
新
設
は
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。

　
介
護
ホ
ー
ム
で
は
、
短
い
人
で
は
三
カ
月
、
長
く
て
も

三
年
以
内
に
人
生
に
終
わ
り
を
告
げ
る
と
の
こ
と
で
す
。

確
か
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
わ
が
国
に
み
ら
れ
る

延
命
治
療
は
想
定
外
の
よ
う
で
す
。

　
介
護
ホ
ー
ム
は
原
則
自
己
負
担
で
す
。
た
だ
し
所
得
も

資
産
も
な
い
人
は
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
負
担
し
ま
す
。
資
産
は

あ
っ
て
も
、
所
得
の
な
い
人
で
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
が
立
て

替
え
、
亡
く
な
っ
た
後
に
清
算
が
行
わ
れ
、
残
金
は
相
続

人
に
引
き
渡
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
相
続

税
は
あ
り
ま
せ
ん
。

□

葬
儀
と
埋
葬:

葬
儀
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
居
住
地
を

管
轄
す
る
教
会
で
行
わ
れ
ま
す
。
国
教
は
ル
ー
テ
ル
福
音

派
キ
リ
ス
ト
教
で
、
教
会
の
維
持
は
国
の
負
担
で
あ
り
、

牧
師
は
公
務
員
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
葬
儀
の
負
担
は
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
埋
葬
料
な
ど
は
葬
儀
社
に
支
払
わ

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
国
か
ら
葬
儀
支
援
金
が
支
払
わ
れ
ま

す
の
で
、
遺
族
の
負
担
は
三
〇
万
円
以
下
と
の
こ
と
で
す
。

　
デ
ン
マ
ー
ク
の
人
々
は
、
普
通
に
働
い
て
お
れ
ば
、
六

五
歳
か
ら
は
生
活
に
は
支
障
の
な
い
額
の
年
金
が
支
給
さ

れ
、
老
後
の
貯
蓄
が
な
く
と
も
生
活
で
き
、
医
療
費
、
介

護
費
の
心
配
は
な
い
。
見
方
に
よ
っ
て
は
、
現
役
時
代
、

退
職
後
に
し
た
い
こ
と
、
す
る
こ
と
を
夢
み
て
頑
張
っ
て

い
る
と
も
い
え
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
体

制
を
支
え
て
い
る
の
は
、
七
〇
％
の
高
い
国
民
負
担
率
（
税

金
、
保
険
料
）
と
消
費
税
二
五
％
（
軽
減
制
度
な
し
）
で

す
。
加
え
て
、
国
民
登
録
（
国
民
背
番
号
）
制
度
に
よ
る

国
民
の
収
入
・
資
産
の
正
確
な
把
握
、
徹
底
し
た
徴
税
に

よ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

理
事
長
　
泉

　

孝

英

中央診療所だより中央診療所だより長
寿
の
時
代

―
高
齢
者
の
介
護
・
医
療
―

長
寿
の
時
代

―
高
齢
者
の
介
護
・
医
療
―


